
財政状況の
� 公表

　財政状況の公表は、地方自治法第 243 条の３第１項並びに
「財政状況」の作成及び公表に関する条例に基づき、毎年２回
定期的に公表しているものです。今月号では、令和 6 年度の決
算状況及び令和 7 年度上半期（令和 7 年４月１日〜令和 7 年
9 月 30 日）の市の財政状況についてお知らせします。なお、よ
り詳細な財政状況については市ホームページで
ご覧いただけます。▶︎
問合先　財政課 ☎（275）6084

・令和６年度決算状況� ・市の財政状況
・令和７年度上半期執行状況� ・借入金と資産
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 一 般 会計

歳入

 特 別 会計  上 下水道事業会計

歳出

国 民 健 康 保 険
歳入� 5,850,818
歳出� 5,803,273

介 護 保 険
歳入� 5,685,817
歳出� 5,580,124

後期高齢者医療保険
歳入� 1,141,527
歳出� 1,089,090

墓 地 事 業
歳入� 4,729
歳出� 4,729

水 道 事 業 会 計

収益的収入� 1,380,899
収益的支出� 1,243,723
資本的収入� 365,606
資本的支出� 761,140

下水道事業会計

収益的収入� 2,406,390
収益的支出� 2,113,604
資本的収入� 1,616,377
資本的支出� 2,292,899

（千円） （千円）

2 7 2 億8 , 9 3 1 万8 千円 2 6 5 億6 , 1 8 6 万4 千円
市税…102億2,857万4千円

（37.5％）
民生費…126億7,180万9千円

（47.7％）
国庫支出金…61億2,007万7千円

（22.4％）
土木費…30億3,619万3千円

（11.4％）

府支出金…27億1,462万1千円
（10.0％）

公債費…29億584万3千円
（10.9％）

地方消費税交付金…13億2,383万3千円
（4.9％）

教育費…24億5,895万6千円
（9.3％）

地方交付税…31億6,913万9千円
（11.6％）

総務費…20億3,713万2千円
（7.7％）

その他…37億3,307万4千円
（13.6％）

その他…34億5,193万1千円
（13.0％）

令和6年度一般会計決算は、歳入総額27,289,318千円、歳出総額26,561,864千円で、歳入歳出差引残額が727,454千
円となっています。そのうち翌年度へ繰り越した事業に充当すべき財源が119,808千円あるため実質収支額は、607,64
6千円となっています。

都市計画税及び地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途状況について
・都市計画税は、地方税法第702条の規定に基づき、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費　
　用に充てるために課税されている目的税です。
・地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、社会保障４経費（年金、子育て、医療、介護） 
　その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　上記の使途状況については、ホームページで公表しています。

　特別会計とは、一般会計から切り離して独立した経理が行われる会計のことです。各特別会計に予算があ
り、一般会計における単一会計主義の原則の例外とされています。使用料や保険料などの歳入をもってそれ
ぞれの事業を行います。水道・下水道事業は企業会計方式により経理を行います。

令和６年度決算状況
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    「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に
より、地方公共団体は、財政の健全性を表す健全化
判断比率等の算定・公表が義務付けられています。
　この指標が、財政健全化基準を上回ると、財政健
全化計画等を策定し、財政の早期健全化を図るこ
ととなります。本市の令和6年度決算における健全
化判断比率等については、次のとおりです。いずれ
の比率においても国が定める早期健全化基準及び
経営健全化基準には達しておりません。

【健全化判断比率等】�

【対象範囲】

健全化判断比率等から見る市の財政状況

実質公債費比率の推移
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将来負担比率の推移

令和6年度市民一人当たりの歳入・歳出
18万3,173円 47万5,670円市民一人当たりの

市 税 負 担
市民一人当たりに
使われた主なお金

※歳入・歳出ともに令和7年3月31日の人口（55,841人）を基に算出

固 定 資 産 税 93,302円
市 民 税 64,566円
都 市 計 画 税 16,825円
市 た ば こ 税 6,783円
軽 自 動 車 税 1,697円

民 生 費 226,927円
土 木 費 54,372円
公 債 費 52,038円
教 育 費 44,035円
総 務 費 36,481円

指標 解説・基準 令和6年度比率

実質赤字比率 1年間の収入に対する一般会計等の赤字の割合
（早期健全化基準：12.80％、財政再生基準：20％） 赤字なし

連結実質赤字比率 1年間の収入に対する市全体の赤字の割合
（早期健全化基準：17.80％、財政再生基準：30％） 赤字なし

実質公債費比率 1年間の収入に対する1年間に支払った公債費等の割合
（早期健全化基準：25％、財政再生基準：35％） 9.6％

将来負担比率 1年間の収入に対する今後支払わなければならない公債費等の割合
（早期健全化基準：350％） 65.6％

資金不足比率
［水道事業会計］
［下水道事業会計］

1年間の事業規模に対する資金不足額の割合
（経営健全化基準：いずれも20％） 赤字なし

一般会計等
（普通会計）

公営事業会計 一部事務組合
広域連合

地方公社
第三セクター等公営企業会計

実質赤字
比率

資金不足
比率

連結実質赤字比率
実質公債費比率

将来負担比率

10.3
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会計等 未償還元金

会
計

一般会計 29,217,468
国民健康保険特別会計 60,000
下水道事業会計 11,833,378

小計 41,110,846

一
部
事
務
組
合

泉北環境整備施設組合 1,952,584
公共下水道 1,324,247
ごみ処理 619,135
し尿処理 8,590
都市下水道 612

高石市泉大津市墓地組合 35,312
小計 1,987,896
合計 43,098,742

【公債残高の内訳】� （千円）

公債…主に道路や学校、公園などの建設事業に充当
するため、国、金融機関等から借り入れた債務です。
将来の償還を見据えながら、計画的に借り入れを行っ
ています。

 特 別 会計

 一 般会計

会計名 予算現額 収入済額 支出済額

国 民 健 康 保 険 6,175,615 2,455,396 2,234,962

介 護 保 険 6,008,250 2,493,830 2,408,390

後期高齢者医療保険 1,181,038 460,056 348,860

墓 地 事 業 7,803 3,478 1,846

科目 予算現額 収入済額 予算比
市 税 10,543,746 6,949,816 65.9
国庫支出金 7,017,442 2,001,128 28.5
地方交付税 3,115,000 2,174,513 69.8
府 支 出 金 3,096,611 232,830 7.5
市 債 2,449,100 0 0.0
そ の 他 5,084,443 2,290,568 45.1
合 計 31,306,342 13,648,855 43.6

科目 予算現額 支出済額 予算比
民 生 費 13,601,571 5,668,886 41.7
土 木 費 3,937,700 1,249,270 31.7
教 育 費 3,460,610 1,131,386 32.7
公 債 費 3,012,193 1,419,525 47.1
総 務 費 2,375,188 780,028 32.8
そ の 他 4,919,080 1,247,707 25.4
合 計 31,306,342 11,496,802 36.7

（千円）

令和7年度上半期執行状況

借入金と資産

令和7年9月30日現在の予算の執行状況は以下の通りです。

令和7年9月30日現在の状況は以下の通りです。

目的基金等の56億1,253万1千円のうち、一般会計が5億2,000万
円の借り入れを行っており、実質的な目的基金等は50億9,253万1千
円となります。

土 地 59万3,686.70㎡
建 物 16万9,954.47㎡
目的基金等 56億1,253万1千円

 資 産

 借 入金

 下 水道事業会計

下水道事業会計

収益的収入� 1,516,899
収益的支出� 976,050
資本的収入� 177,101
資本的支出� 733,564

（千円）

歳入 執行率：43.6％ 歳出 執行率：36.7％ （千円・％）（千円・％）

一時借入金…一時的な現金不足が生じた場合に、
その支払い資金の不足を補うために金融機関等から
借り入れるものであり、その年度内に償還されるとい
う点で公債と区別されます。現在一時借入金はありま
せん。

※水道事業は令和7年4月1日より大阪広域水道
　企業団へ統合しました。
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▶一般職員の部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

※主な増減理由…業務増・退職者不補充等

▶人件費の状況

令和6年度

住民基本台帳人口（年度末） ⓐ歳出額 実質収支 ⓑ人件費 人件費比率 ⓑ/ⓐ

5万5,841人 265億4,791万6千円 35億5,287万3千円 13.4％

 6 月期
   …2.2月分
12月期
   …2.2月分
計…4.4月分

6億764万6千円

33万400円 42万8,300円 41.5歳

（令和 6年度普通会計決算）

▶職員給与費の状況

一般行政職
平均給与月額 平均年齢平均給料月額 役　職 給料（報酬） 期末手当 退職手当

職員手当
給与費

給料ⓐ職員数 期末・勤勉手当 ⓑ合計
１人当たり給与費
　　ⓑ/ⓐ

12億3,087万5千円 3億2,713万3千円 21億2,365万8千円 703万2千円

市　長 87万円 ⓐ×50/100
副市長
教育長

76万円
68万円

ⓐ×28/100
ⓐ×20/100

議　長 58万円

－
副議長 55万円

－

議　員 52万円
－

5億6,565万円

▶特別職の給料等▶平均給料月額等及び平均年齢

（令和 7年度一般会計予算）

（令和 7年 4月１日現在）（令和 7年 4月１日現在）

※職員数には暫定再任用職員・暫定再任用短時間勤務職員を含む。また、職員手当には退職手当を含みません。

※令和 5年 4月 27日に在職する市長の同日を含む任期に係る
　退職手当は支給しません。

ⓐ =給料月額×在職月数

22万5,600円

20万1,000円

23万円
22万円

18万8,000円
一般行政職

国高石市
▶初任給 （令和 7年 4月１日現在）

大学卒

高校卒

総合職
一般職
一般職

▶職員手当の状況 (令和 6年度 )

地域手当
1人当たりの平均支給額 備考

勤続20年 19.6695月分

47万1千円

188万3千円

《自己都合》136万5千円、《勧奨・定年》2,035万8千円

定年前早期退職特例
措置による加算措置

28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

24.586875月分 －
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

勤続25年
勤続35年

11％（15％） 全職員 全域 1億3,326万8千円

最高限度額

（令和 5年度）

（令和 5年４月 1日現在）

（令和 5年４月 1日現在）

期末勤勉手当

退職手当

区　分

１人当たりの平均支給額 ………

地域手当
支給率（国の支給率） 支給対象職員 支給対象地域 支給実績

１人当たりの平均支給額

自己都合 勧奨・定年 加算措置

（令和3年度普通会計決算）

 ……… 46万1千円（令和4年度普通会計決算）

2％～20％

※支給率は国と同様

▶その他の手当

特殊勤務手当

職員全体に占める
手当支給職員の割合

支給職員１人当たりの
平均支給年額 手当の種類 支給実績

2万5,091千円 27万6千円

25万4千円 5,327万2千円
配偶者、父母等6,500円（給料表7級の職員は3,500円）、子１万円等
月額2万8千円を最高支給限度額とし、その範囲内で支給（持ち家の職員は手当なし）
交通機関利用者に対し、１か月当たりの運賃相当額が5万5千円以下については運賃相当額

3.9％ 8種類

（令和5年４月１日現在）

時間外勤務手当

扶養手当
住居手当
通勤手当

（令和4年度普通会計決算）（令和4年度普通会計決算）

支給職員１人当たりの平均支給年額（令和4年度普通会計決算） 支給実績（令和4年度普通会計決算）

（令和4年度）

▶勤務時間
正規の勤務時間…週38時間45分
勤務開始時刻…午前９時
勤務終了時刻…午後５時30分
休憩時間…正午～午後０時45分

▶特別休暇等
結婚休暇…８日

親族の喪に服するための休暇…１～７日
骨髄提供のための休暇…必要期間 など

▶職務専念義務の免除
市長部局等…121件、教育委員会…86件

▶兼業許可等
市長部局等…36件、教育委員会… 2 件

▶職場研修
一般職員研修…新規採用職員研修・人材育

　成型人事評価研修等

▶派遣研修
おおさか市町村職員研修研究センター
市町村職員中央研修所等

▶分限処分（地方公務員法第28条）
市長部局等…休職2件

▶懲戒処分（地方公務員法第29条）
市長部局等…免職０件・停職0件

暫定再任用職員………   9 人（選考） 再任用職員…………… 3 人
暫定再任用短時間勤務職員…   6 人（選考） 再任用短時間勤務職員……… 3 人

議会 総務 税務 民生 衛生 労働 農水 商工 土木 教 育
特別行政部門一般行政部門 公営企業等会計部門

水道 下水道 その他
合 計

一般職員数
令和6年度
令和7年度

対 前 年 度 増 減 数
4

0-1 4 -2 -90-1 0 3 1 0
078 15 72 19 2

0 2 3
1 3 948 53 16 320

5 979 15 68 21 2 1 3 646 50 15 320

職員の任免及び職員数

職員の手当

勤務時間その他の勤務条件の状況

主な職員の分限および懲戒処分の状況

職員の給与

服務

職員の研修

令和7年度 302人

令和 6年度人事行政の運営等の状況
　高石市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、令和6年度の市職員の給与・
定員管理の状況等について、その概要を公表します。なお、詳しい状況はホームページおよ
び市役所２階行政資料コーナーにて公表予定です。　問合先　人事課☎（275）6199

子の看護のための休暇…５日

教育委員会…免職０件・停職0件

教育委員会…休職0件

▶一般職員の採用の状況…正規職員：16人（試験）、暫定再任用職員：10人（選考）

▶一般職員の退職の状況…正規職員：16人【水道事業の広域化に伴う退職含む】（定年 2人）

退職手当

支給率11％
年間4.6月
（国と同様）

672万3千円
1,801万2千円

自己都合
定年

主な手当

暫定再任用短時間勤務職員：5人（選考）

暫定再任用短時間勤務職員：1人
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